
 第７７号議案

  地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整備に関する条例

 上記の議案を提出する。

  令和元年９月１９日

                   品川区長  濱  野   健  

   地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例

 （職員の給与に関する条例の一部改正）

第１条 職員の給与に関する条例（昭和２６年品川区条例第１７号）の一部を

次のように改正する。

  第１条第２項を次のように改める。

 ２ 次の各号に掲げる職員の給与に関する事項は、別に条例で定める。

  ⑴ 教育公務員特例法（昭和２４年法律第１号）第２条第１項に定める教

育公務員（区立幼稚園の園長、副園長、教諭および養護教諭ならびに区

立小学校、中学校および義務教育学校の副校長、教頭、主幹教諭、指導

教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭および講師であ

つて常時勤務のもの（市町村立学校職員給与負担法（昭和２３年法律第

１３５号）第１条第１号に規定する職員を除く。）に限る。）

  ⑵ 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（教育

公務員特例法第２条第１項に定める教育公務員のうち、区立幼稚園、小

学校、中学校および義務教育学校の養護教諭および講師を含む。）



  第１８条の４に次の１項を加える。

 ３ 第６条第２項から第６項までの規定は、臨時的に任用される職員には、

適用しない。

  第１９条の見出し中「臨時職員」を「育児休業に伴う臨時的任用職員」に

改め、同条第１項中「臨時的に任用される職員」を「育児休業法第６条第１

項の規定により臨時的に任用される職員（常時勤務を要するものを除く。）」

に改める。

 （職員の分限に関する条例の一部改正）

第２条 職員の分限に関する条例（昭和２７年品川区条例第１号）の一部を次

のように改正する。

  第３条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１

項を加える。

 ２ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定

の適用については、同項中「３年を超えない範囲内」とあるのは「法第２

２条の２第１項および第２項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲

内」と、「３年に満たないとき」とあるのは「法第２２条の２第１項および

第２項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たないとき」とする。

  第５条第１項中「第３条第１項」の次に「（同条第２項の規定により読み替

えて適用する場合を含む。）および第４項」を加える。

 （職員の懲戒に関する条例の一部改正）

第３条 職員の懲戒に関する条例（昭和２７年品川区条例第２号）の一部を次

のように改正する。



  第３条中「給料」の次に「（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げ

る職員については、報酬（会計年度任用職員の給与および費用弁償に関する

条例（令和元年品川区条例第  号）第７条第１項に規定する地域手当に相

当する報酬、第８条第１項に規定する特殊勤務手当に相当する報酬、第１０

条第１項に規定する超過勤務手当に相当する報酬、第１１条に規定する休日

給に相当する報酬および第１２条に規定する夜勤手当に相当する報酬を除

く。））」を加える。

 （非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正）

第４条 非常勤職員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３１年品川区条

例第２９号）の一部を次のように改正する。

  第１条中「第２８条の５第１項」を「第２２条の２第１項に規定する会計

年度任用職員および第２８条の５第１項」に改める。

  別表中「２１，６００円」を「２７，８００円」に、「４３２，０００円」

を「５８３，８００円」に、「７，２００円」を「９，２６６円」に改める。

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第５条 職員の退職手当に関する条例（昭和３２年品川区条例第２号）の一部

を次のように改正する。

  第１１条第５項中「職員（」の次に「規則で定める者を除く。」を加える。

 （職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正）

第６条 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例（昭和４１年

品川区条例第２１号）の一部を次のように改正する。

  第２条第２号中「または学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する



条例」を「、学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」に、「の

規定による」を「もしくは勤務時間条例第１８条第２項の規定に基づく規則

の規定または同条第１項の規定に基づく任命権者の定めによる」に、「また

は学校教育職員勤務時間条例第１３条の規定」を「、学校教育職員勤務時間

条例第１３条もしくは勤務時間条例第１８条第２項の規定に基づく規則の

規定または同条第１項の規定に基づく任命権者の定め」に改め、同条第３号

中「または学校教育職員勤務時間条例」を「、学校教育職員勤務時間条例」

に、「の規定」を「もしくは勤務時間条例第１８条第２項の規定に基づく規

則の規定または同条第１項の規定に基づく任命権者の定め」に改める。

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一

部改正）

第７条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

（昭和６３年品川区条例第２３号）の一部を次のように改正する。

  第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に、「条件附採用」

を「条件付採用」に改める。

 （職員の育児休業等に関する条例の一部改正）

第８条 職員の育児休業等に関する条例（平成４年品川区条例第６号）の一部

を次のように改正する。

  第１４条第２号中「非常勤職員」を「次のいずれにも該当する非常勤職員

以外の非常勤職員」に改め、同号に次のように加える。

   ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非常勤職員

   イ 勤務日数および勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常



勤職員

  第１５条第１項中「勤務時間」の次に「（前条第２号アおよびイのいずれに

も該当する非常勤職員のうち地方公務員法第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員にあっては当該会計年度任用職員について定められた勤

務時間）」を加え、同条に次の１項を加える。

 ３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につき当該非常勤

職員について定められた１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間を

超えない範囲内で行うものとする。ただし、当該非常勤職員が勤務時間条

例第１８条第１項の規定に基づく任命権者の定めまたは同条第２項の規定

に基づく規則の規定による育児時間または介護時間の承認を受けて勤務し

ない場合における部分休業の承認については、１日につき当該非常勤職員

について定められた１日の勤務時間から５時間４５分を減じた時間から当

該育児時間または当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時

間を超えない範囲内で行うものとする。

  第１６条中「および学校教育職員の給与に関する条例」を「、学校教育職

員の給与に関する条例」に、「の規定」を「および会計年度任用職員の給与

および費用弁償に関する条例（令和元年品川区条例第  号。以下「会計年

度任用職員給与条例」という。）第９条第１項から第３項までの規定」に、「お

よび学校教育職員給与条例第２２条」を「、学校教育職員給与条例第２２条

および会計年度任用職員給与条例第１３条」に改め、「給与額」の次に「（同

条にあっては報酬額）」を加える。

 （職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正）



第９条 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１０年品川区条例

第５号）の一部を次のように改正する。

  第１条第２項中「および教員」を「、副園長、教諭および養護教諭」に、

「の教員」を「の副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄

養教諭、助教諭、養護助教諭および講師であって常時勤務のもの」に改める。

  第１３条に次の１項を加える。

 ５ 地方公務員法第２２条の３第１項の規定により臨時的に任用された職員

および地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定により臨

時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。）の任用期間中の年

次有給休暇は、第１項および第２項の規定にかかわらず、人事委員会の承

認を得て、規則で定める。

  第１５条第１項中「公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母

子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇」を「次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇」に改め、同項に次の各号を加

える。

  ⑴ 地方公務員法第２２条の３第１項の規定により臨時的に任用された職

員および地方公務員の育児休業等に関する法律第６条第１項の規定によ

り臨時的に任用された職員（常時勤務を要するものに限る。） 公民権行

使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤

時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季



休暇、ボランティア休暇、子の看護のための休暇、育児参加休暇および

短期の介護休暇

  ⑵ 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、

母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

  第１８条の見出し中「臨時職員」を「育児休業に伴う臨時的任用職員等」

に改め、同条中「臨時的に」を「地方公務員の育児休業等に関する法律第６

条第１項の規定により臨時的に」に改め、「職員」の次に「（常時勤務を要す

るものを除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。

 ２ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員を除く。）の勤務時間、休日、休暇等

に関しては、第２条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等

を考慮し、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

 （幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第１０条 幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年品川区条例第３２

号）の一部を次のように改正する。

  第３１条の２の次に次の１条を加える。

  （昇給についての適用除外）

 第３１条の３ 第７条第２項から第５項までの規定は、臨時的に任用される

職員には、適用しない。

 （幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正）

第１１条 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成１２



年品川区条例第３３号）の一部を次のように改正する。

  第１７条第１項中「公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母

子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇」を「次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇」に改め、同項に次の各号を加

える。

  ⑴ 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初

期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、

生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看

護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

  ⑵ 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、

母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

 （学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正）

第１２条 学校教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成２０年

品川区条例第２２号）の一部を次のように改正する。

  第１４条に次の１項を加える。

 ５ 臨時的に任用された職員の任用期間中の年次有給休暇は、第１項および

第２項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、規則で定める。

  第１６条第１項中「公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、母



子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、慶弔

休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、子の看

護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇」を「次の各号に掲げ

る職員の区分に応じ、当該各号に定める休暇」に改め、同項に次の各号を加

える。

  ⑴ 臨時的に任用された職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初

期休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、

生理休暇、慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、子の看

護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

  ⑵ 前号以外の職員 公民権行使等休暇、妊娠出産休暇、妊娠初期休暇、

母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、生理休暇、

慶弔休暇、災害休暇、夏季休暇、ボランティア休暇、リフレッシュ休暇、

子の看護のための休暇、育児参加休暇および短期の介護休暇

  第１９条を削り、第２０条を第１９条とする。

 （学校教育職員の給与に関する条例の一部改正）

第１３条 学校教育職員の給与に関する条例（平成２０年品川区条例第２３号）

の一部を次のように改正する。

  第３２条に次の１項を加える。

 ２ 第７条第２項から第５項までの規定は、臨時的に任用される職員には、

適用しない。

  第３３条を削り、第３４条を第３３条とし、第３５条を第３４条とする。

   付 則



 （施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

 （職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

２ 第５条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第１１条第５項

の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、

同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

 （説明）地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、

規定を整備する必要がある。


